










●令和６年第１回定例会　全会一致で可決等した議案
議案等の名称 議案の説明

市
長
提
出

承
認

専決処分した事件（令和５年度たつの市一般会
計補正予算（第７号）について）の承認を求め
ることについて

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民生活や事業
者への支援に伴うもので、５億６, ６０５万１千円を追加するもの。

同
意

たつの市教育委員会教育長任命の同意を求める
ことについて ５Ｐのとおり

令
和
５
年
度
補
正
予
算

たつの市一般会計補正予算（第８号）

５Ｐのとおり

たつの市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第３号）
たつの市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第２号）
たつの市介護保険事業特別会計補正予算
（第３号）
たつの市病院事業債管理事業特別会計補正予算
（第１号）
たつの市水道事業会計補正予算（第１号）
たつの市下水道事業会計補正予算（第２号）

条
例

たつの市消防団員等公務災害補償条例の一部を
改正する条例制定について

政令の一部改正に伴い、非常勤消防団員等の保証基礎額を政令に定める基
準のとおり改めるため、所要の改正を行うもの。

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例制定について

地方自治法の一部改正に伴い、規定を引用する条例について、所要の改正
を行うもの。

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係条例の整理に関する条例制定について こども家庭庁の設置に伴い、所要の改正を行うもの。

たつの市手数料条例の一部を改正する条例制定
について

介護予防支援事業者の指定に係る申請及び更新手数料について、所要の改
正を行うもの。

たつの市御津やすらぎ福祉会館条例の一部を改
正する条例制定について

「御津子育てつどいの広場」について、第 2・第 4土曜日を常設で開設する
ため、所要の改正を行うもの。

たつの市介護保険条例の一部を改正する条例制
定について

政令の一部改正に伴い、国の指針に準じた保険料とするため、所要の改正
を行うもの。

たつの市岩見漁港管理条例の一部を改正する条
例制定について 法律の一部改正に伴い、引用する条文について、所要の改正を行うもの。

たつの市企業立地促進条例の一部を改正する条
例制定について

基本計画が終期を迎えるにあたり、兵庫県基本計画をもって、優遇税制等
の取組支援を行う等、所要の改正を行うもの。

たつの市営住宅条例の一部を改正する条例制定
について

法律の一部改正に伴い、市営住宅の入居資格に係る適用除外の規定追加等、
所要の改正を行うもの。

たつの市水道事業給水条例の一部を改正する条
例制定について 法律の一部改正に伴い、大臣所管が移管されるため、所要の改正を行うもの。

そ
の
他

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関
する協議について

識見を有する者のうちから選任された監査委員の任期改正や、丹波少年自
然の家事務組合の解散に伴い、組織する団体から削除するもの。

地方独立行政法人たつの市民病院機構第２期中
期計画の認可について

たつの市民病院機構が作成した、令和 6年度から令和 9年度までの 4年間
の当該中期計画を市長が認可するに当たり、議会の議決を求めるもの。

市道の路線認定について ５Ｐのとおり

令
和
６
年
度
予
算

たつの市土地取得造成事業特別会計予算

２P～４Ｐのとおり

たつの市揖龍公平委員会事業特別会計予算
たつの市国民健康保険事業特別会計予算
たつの市後期高齢者医療事業特別会計予算
たつの市介護保険事業特別会計予算
たつの市病院事業債管理事業特別会計予算
たつの市水道事業会計予算
たつの市下水道事業会計予算
たつの市国民宿舎事業会計予算

委員会
提出議案

たつの市議会議員の請負の状況の公表に関する
条例制定について ５Ｐのとおり

●令和６年第１回定例会　賛否が分かれた議案
議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

議　員　名 議
決
結
果
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一議案の名称

令和６年度
当初予算 たつの市一般会計予算 可 議 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※議決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　　 可  可決　　　※採決結果欄の意味はそれぞれ次のとおり　　 〇  賛成　　 ×  反対　　 議  議長のため、表決には加わりません。

反対意見 　部落差別問題を特別視することは、対象地域を顕在化させ、差別解消に逆行する。国連の世界人権宣
言に則った人権教育となるよう求め、同和行政の終了を望む。






















